
 

別表 

処理等により人の健康を損なうおそれがないと 

          認められるフグの種類 

                                                                                  

   

科    名 

   

種   類 （種   名） 

  

   クサフグ 

  コモンフグ 

  ヒガンフグ 

  ショウサイフグ 

  マフグ 

  メフグ 

  アカメフグ 

  フ    グ    科  トラフグ 

  カラス 

  シマフグ 

  ゴマフグ 

  カナフグ 

   シロサバフグ 

  クロサバフグ 

   ヨリトフグ 

   サンサイフグ 

   イシガキフグ 

  ハリセンボン科  ハリセンボン 

 ヒトズラハリセンボン 

  ネズミフグ 

  ハコフグ科  ハコフグ 

 

（注） 

１ 本表は，茨城県沿岸域で漁獲されるフグに適用する。 

２ 遊漁船フグ取扱者が処理する場合，筋肉（骨を含む）以外の皮および生殖巣はすべて廃棄す

ること。 


